
 

 
  
  総合課税の譲渡所得と分離課税の譲渡所得に赤字と黒字がある場合（青色申告者の場合）① 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載に当たっての留意事項） 

１ 「長期・総合譲渡」の赤字（△400,000円）を、「短期・総合譲渡」の黒字（1,000,000円）から差し引き、差し引

き前の金額を下段にかっこ書きし、上段に差し引き後の金額を記載します。 

２ 「短期・分離譲渡」の赤字（△5,000,000円）を「長期・分離譲渡」の黒字（3,000,000円）から差し引き、差し

引き前の金額を下段にかっこ書きし、上段に差し引き後の金額を記載します。この場合、「短期・分離譲渡」の「○Ｅ

損失額又は所得金額」欄には「０」を記載します。 

１ 「事業所得・営業等」の「所得金額」              △2,000,000 円 

２ 「総合短期譲渡所得」の「差引金額」               1,000,000 円 

３ 「総合長期譲渡所得」の「差引金額」               △400,000 円 

４ 「分離短期譲渡所得」の「差引金額」              △5,000,000 円 

５ 「分離長期譲渡所得」の「差引金額」               3,000,000 円 

【記載例７】 

《第四表(一)》 
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《第四表(二)》 
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